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時 =とき、場 =ところ、内 =内容、対 =対象、料 =料金、定 =定員、申 =申し込み、手 手続き・提出、〆 =締め切り、問 =問い合わせ

緯

対

本
年
7
月
に
実
施
予
定
の
参
議
院

議
員
選
挙
か
ら

【
江
迎
地
域
】（
旧
）江
迎
町
中
央
公
民
館
、

江
迎
町
武
道
館
師（
新
）江
迎
地
区
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
（
旧
江
迎
町
中
央
公
民

館
）▽（
旧
）猪
調
地
区
公
民
館
、
イ
ン

フ
ィ
ニ
タ
ス
江
迎
町
文
化
会
館
師（
新
）

江
迎
地
区
文
化
会
館
イ
ン
フ
ィ
ニ
タ
ス

【
鹿
町
地
域
】（
旧
）鹿
町
工
業
高
校
、南

鹿
町
公
民
館
師（
新
）鹿
町
工
業
高
校
▽

（
旧
）神
林
集
会
所
、歌
浦
小
学
校
、大
屋

公
民
館
師（
新
）歌
浦
小
学
校

問

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

本
年
3
月
ま
で
発
行
し
て
い
た「
納

税
証
明（
滞
納
が
な
い
証
明
）」は
、
4

月
か
ら「
滞
納
の
な
い
証
明
書
」に
変
更

し
ま
し
た
。
ま
た
、
法
人
の
場
合
は
請

求
者
が
代
表
者
以
外
の
と
き
、
個
人
の

場
合
は
請
求
者
が
本
人
以
外
の
と
き
な

ど
に
委
任
状
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問

市
民
税
課

【
更
新（
6
月
生
ま
れ
の
人
）】
申

6
月

1
～

日
に
本
人
が
パ
ス
券
を
持
参
し
、

30

市
営
・
西
肥
バ
ス
の
指
定
窓
口
で

※
福
祉
パ
ス
は
身
障
・
療
育
・
精
神
手

帳
も
持
参
。

【
新
規
・
紛
失
】
申

敬
老
パ
ス（

歳
以

75

上
）額
本
人
が
印
鑑
を
持
っ
て
健
康
づ

く
り
課
、
各
支
所
・
行
政
セ
ン
タ
ー
へ

▽
福
祉
パ
ス
額
本
人
が
印
鑑
と
手
帳
を

持
っ
て
障
が
い
福
祉
課
へ

※
発
行
は

市
営
・
西
肥
バ
ス
の
指
定
窓
口
で
。
紛

失
は
再
発
行
時
に
手
数
料
が
必
要
。

問

健
康
づ
く
り
課（
敬
老
パ
ス
）

問

障
が
い
福
祉
課（
福
祉
パ
ス
）

地
震
に
よ
る
住
宅
の
倒
壊
な
ど
の
被

害
を
軽
減
す
る
た
め
、
市
に
耐
震
診
断

を
申
請
し
た
場
合
、
診
断
費
の
一
部

（
三
万
円
）を
助
成
し
ま
す
。
ま
た
診
断

の
結
果
、
耐
震
基
準
に
適
合
し
な
い
と

判
定
さ
れ
た
住
宅
に
は
、
改
修
計
画
策

定
費
の
3
分
の
2（
上
限
七
万
円
）と
耐

震
改
修
工
事
費
の
4
分
の
1（
上
限
三

十
万
円
）を
助
成
し
ま
す

対

昭
和
56

年
5
月

日
以
前
に
市
内
に
建
設
さ
れ

31

た
一
戸
建
て
木
造
住
宅
で
、
住
宅
の
所

有
者
が
居
住
中
の
も
の
〆

月

日

11

30

※
申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
し
く
は
お
尋

ね
を（
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）。
建

築
指
導
課
で
は
、
耐
震
改
修
な
ど
の
住

宅
相
談
も
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問

建
築
指
導
課

対

本
市
在
住
の
市
民
で
、
九
州
大
会

以
上
の
大
会
に
出
場
す
る
監
督
・
選
手

内

1
人
千
円
～
三
万
円
を
申
請
団
体

へ
交
付（
出
場
す
る
大
会
、
出
場
者
の

年
齢
に
よ
り
異
な
る
）
申

開
催
日
前
ま

で
に
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
へ

※
交
付
要

綱
、
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。

問

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

対

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
N
H

K
の
放
送
受
信
料
が
全
額
免
除
に
な
っ

て
い
る
世
帯
▽
生
活
保
護
等
の
公
的
扶

助
を
受
け
て
い
る
▽
障
が
い
者
が
い
る

世
帯
で
、
世
帯
全
員
が
市
町
村
税
非
課

税
措
置
を
受
け
て
い
る
▽
社
会
福
祉
事

業
施
設
に
入
所
し
、
テ
レ
ビ
を
持
ち
込

ん
で
い
る
〆

7
月
2
日（
消
印
有
効
）

※
現
物
給
付
が
原
則
で
す
。
各
自
で
購

入
し
た
チ
ュ
ー
ナ
ー
や
ア
ン
テ
ナ
改
修

費
用
の
支
給
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

こ
の
支
援
に
か
か
る
費
用
は
請
求
し
ま

せ
ん
。
悪
質
商
法
に
ご
注
意
を
。

問

総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援

実
施
セ
ン
タ
ー
緯
0
5
7
0
・
0
3

3
・
8
4
0（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
1
分
10

円
・
全
国
共
通
）

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
学
生
が
、
将
来
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
保
険
料
納
付

の
猶
予
を
申
請
で
き
る
制
度
の
ご
利
用

を

場

医
療
保
険
課
、
各
支
所
・
行

政
セ
ン
タ
ー
、
佐
世
保
年
金
事
務
所

※
在
学
期
間
中
は
毎
年
度
申
請
が
必
要
。

問

医
療
保
険
課

問

佐
世
保
年
金
事
務
所
緯

・1
1
4
8

34
日

国
保
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入

し
て
も
、
国
保
を
や
め
る
手
続
き
を
し

な
い
と
、
国
保
税
が
引
き
続
き
請
求
さ

れ
ま
す
。
世
帯
主
が
医
療
保
険
課
、
各

支
所
・
行
政
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
を

問

医
療
保
険
課

23

6
月
は
国
民
健
康
保
険
税
第
1
期
分

の
納
付
月
で
す
。
国
保
税
を
長
期
間
滞

納
す
る
と
保
険
証
の
有
効
期
間
が
短
く

な
る
場
合
や
、
診
療
費
を
一
時
的
に
全

額（

割
）自
己
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら

10
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
納
付
に
は
納

め
忘
れ
が
な
く
、
便
利
な
口
座
振
替
の

ご
利
用
を
。

問

保
険
料
課

日

時

夜
間
相
談
＝
6
月

、

日

時

24

29

20

ま
で
、
日
曜
相
談
＝
6
月

日
9
～

27

16

時
場

保
険
料
課
内

保
険
税
の
納
付
な
ど

問

保
険
料
課

本
年
か
ら
、
船
員
保
険
の「
職
務
上

疾
病
・
年
金
部
門
」と
労
災
保
険
が
統

合
さ
れ
ま
し
た
。
船
員
保
険
独
自
の
給

付
と
上
乗
せ
部
分
の
給
付
は
引
き
続
き

船
員
保
険
か
ら
給
付
さ
れ
ま
す
。

問

長
崎
労
働
局
労
災
補
償
課

緯
0
9
5
・
8
0
1
・
0
0
3
4

時

6
月

日
～
7
月
4
日

※
8
時

28

分
～

時（
土
・
日
曜
は

～

時
）

30

19

10

17

内

学
校
で
の
い
じ
め
や
体
罰
、
家
庭
内

で
の
児
童
虐
待
な
ど
の
解
決
を
図
る
た

め
、
電
話（
緯
0
1
2
0
・
0
0
7
・
1

1
0
）
で
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

※
無
料
。

問

長
崎
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

緯
0
9
5
・
8
2
0
・
5
9
8
2

時

6
月

日

～

時
場

ア
ル
カ
ス

25

10

16

S
A
S
E
B
O
2
階「
ス
ピ
カ
」、
早
岐

地
区
公
民
館
内

家
庭
内
や
夫
婦
の
問

題
、
職
場
で
の
性
別
差
別
、
セ
ク
シ
ャ

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
な
ど
女
性
に
関
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

※
秘
密
厳
守
。

問

長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局
総

務
課
緯

・
4
8
5
0

24

時

場

①
9
日
、
柚
木
地
区
公
民
館
②

日
、
大
野
地
区
公
民
館
③

日
、
中

11

14

里
皆
瀬
地
区
公
民
館
④

日
、
日
野
本

16

町
公
民
館
⑤

日
、
相
浦
支
所
⑥

日
、

18

21

高
島
旅
客
船
待
合
所
⑦

日
、
黒
島
支

23

所

※
①
～
④

時

分
～

時

分

13

30

15

30

⑤

～

時
⑥

～

時
⑦

時

分

10

15

11

14

11

30

～

時

※
家
庭
用
は
無
料
。

14
問

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
緯

・
2
5
9
2

22

対

旧
ソ
連（
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
・
ハ
バ

ロ
フ
ス
ク
地
方
等
）、
中
国（
東
北
地

区
）、
南
方（
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
硫
黄
島
等
）

※
日
程
な
ど
詳
し
く
は
お
尋
ね
を
。

問

県
原
爆
被
爆
者
援
護
課

緯
0
9
5
・
8
9
5
・
2
4
2
9

お
中
元
、
各
種
贈
答
品
、
記
念
品
等

に
、
県
産
品
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問

県
物
産
流
通
推
進
本
部

緯
0
9
5
・
8
9
5
・
2
6
2
3

6
月

日
か
ら
、
来
春
卒
業
予
定
者

21

を
対
象
と
す
る
求
人
の
申
し
込
み
が
始

ま
り
ま
す
。
地
元
企
業
に
優
秀
な
人
材

を
確
保
す
る
た
め
、
求
人
申
込
書
の
早

期
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

問

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
佐
世
保

緯

・
2
0
0
8

88
時

6
月

日
、
7
月
9
日

※

～

11

10

15

時
場

市
役
所

階
会
議
室
申

電
話
で

10

産
業
振
興
課
へ

※
当
日
受
け
付
け
可
。

問

産
業
振
興
課

人権シリーズ「外国人」

本市では、外国人の登録者数が年々
増加傾向にあります。言語や文化、習
慣等の違いやコミュニケーションの不
足などにより、トラブルが生じる場合
があります。外国人に対する偏見や差
別をなくし、文化、習慣などを尊重し
ていくことが国際社会の一員として望
まれています。
問人権男女共同参画課

民生委員・児童委員の改選にご協力を

本年12月、民生委員・児童委員が全
国一斉に改選されます。事前に地域の
皆さんから候補者を推薦していただき
ますので、ご協力をお願いします。

民生委員の役割
社会奉仕の精神を持って地域住民の
相談に応じ、関係機関・団体と連携し
ながら必要な援助を行う地域福祉の
担い手です

選任基準
人格見識が高く、広く社会の実情に
通じ、社会福祉の推進に熱意がある人

選任方法
町内代表者などによる地区推薦準備
会で候補者を推薦していただき、市
と県の審査を経て厚生労働大臣から
委嘱

身分・任期
非常勤の特別地方公務員で、任期は3年
※児童委員も兼務します。

主な職務内容
・必要に応じ、地域住民の生活状況を
把握する
・援助が必要な人に、関係機関・団体
と連携しながら助言や情報提供など
を行う
・地域住民の福祉増進を図るための支
援活動を行う
※秘密厳守が法律で義務付けられてい
ます。

問保健福祉政策課


